
障害福祉サービス                                 別紙① 

地域生活支援事業 

「 移 動 介 護 」金額表 
 

 

移動介護 

（身体介護を伴う） 

請求額 

（１０割） 

市負担分 

（概ね 9割） 

自己負担分 

（概ね 1割） 

30分未満 ２,４９０円 ２,２４１円 ２４９円 

30分以上 1 時間未満 ３,９３０円 ３,５３７円 ３９３円 

1時間以上 1時間 30分未満 ５,７１０円 ５,１３９円 ５７１円 

1時間 30分以上 2時間未満 ６,５２０円 ５,８６８円 ６５２円 

２時間以上 2時間 30分未

満 
７,３４０円 ６,６０６円 ７３４円 

２時間 30分以上３時間未

満 
８,１５０円 ７,３３５円 ８１５円 

3時間以上 3時間 30分未満 ８,９６０円 ８,０６４円 ８９６円 

3時間 30 分以上 

8,960 円＋(9割は保険から 

1割は自己負担)に 30分毎 

＋８１０円 ＋７２９円 ＋８１円 

 

 

 

移動介護 

（身体介護を伴わない） 

請求額 

（１０割） 

市負担分 

（概ね 9割） 

自己負担分 

（概ね 1割） 

30分未満 １,０２０円 ９１８円 １０２円 

30分以上 1 時間未満 １,９１０円 １,７１９円 １９１円 

1時間以上 1時間 30分未満 ２,６８０円 ２,４１２円 ２６８円 

1時間 30分以上 2時間未満 ３,３６０円 ３,０２４円 ３３６円 

2時間以上 

3,360 円＋(9割は保険から 

1割は自己負担)に 30分毎 

+６８０円 +６１２円 +６８円 
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※ 上記を基本とし、提供時間や開始時間に応じ、障害者自立支援法に基づく居

宅介護の給付単位表を基準として金額を請求します。 

※ ３級ヘルパー等により行われる場合は、次の割合で通常の利用料

金が減算されます。 

 ・身体介護を伴う場合  ：７０％ 

 ・身体介護を伴わない場合：９０％ 

※ 平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを

行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割

増料金は、障害者自立支援地域生活支援事業移動介護の支給限度

額の範囲内であれば、障害者自立支援地域生活支援事業移動介護

の対象となります。 

    ・夜間（午後 ６時から午後１０時まで）：２５％ 

・早朝（午前 ６時から午前 ８時まで）：２５％ 

・深夜（午後１０時から午前  ６時まで）：５０％ 

※ 受給者証において、２人提供が認められている場合に、ご契約者

の同意の上で、２人の訪問介護員が共同でサービスを行った場合

は、通常の利用料金の２倍の料金をいただきます。  


